
すべての子どもたちにとってアクセス可能であることを

目標にしたエル・システマジャパンの活動は、

みなさまのご寄付から成り立っています。

子どもたちが存分に学び、楽しみ、長期にわたって活動を

続けていくために、将来的な遺贈寄付につきまして

ご検討いただければ幸いです。

一般社団法人
エル・システマジャパン
ご支援者の皆さまへ

遺贈寄付は、亡くなった後も

社会に役立てることで、

あなたの想いを実現することが

できます。

遺贈寄付は

その想いとともに寄付先団体や

身の回りの人々の記憶に残り、

この世に生きた証を

のこすことができます。

寄付を受ける側の

原動力となるだけでなく、

寄付をする側にとっても、

自分らしい人生を生きる

活力となります。

遺贈を行うことで、

法定相続分に関わらず、

自分の財産を役立ててほしい分野

に自分の意思でお金をのこす

ことができます。

遺贈寄付とは、個人が遺言によって遺産の全部、または一部を

公益法人、NPO法人、学校法人、その他の団体などに寄付する

ことをいいます。

一般社団法人エル・システマジャパン
電話：03-6811-7077（平日9時～17時）
メール：info@elsistemajapan.org



レディーフォー遺贈寄付サポート窓口は
エル・システマジャパン支援者様の遺贈寄付をサポートします

レディーフォー遺贈寄付サポート窓口は、遺贈に関するご相談を受ける窓口
です。少額でも遺贈寄付は可能ですので、ご意向や詳細が決まっていない方
でもお気軽にご相談ください。

寄付金額は少額からでもご相談いただけます

当窓口でご相談可能な遺贈寄付の金額に下限はござ
いません。お客さまおよびご家族の将来の生活に支
障が出ない形でのご提案をさせていただきます。

のこった財産からもご寄付いただけます

「寄付はしたいけど今後の生活が不安」という
方にこそ、生前は生活を第一に考え、のこった
財産を寄付する遺贈寄付はおすすめです。まず
はお気軽にご相談ください。

（お電話の際には「チラシを見た」とお伝えください）
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